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保育所

　定員（利用人数）：

１、現場における保育実践の適切性は高く評価できる
　本園の基本方針「子どもと同じ視点で等しくかかわること」や、保育理念「互いに認め合える子ど
も」などの4つの重点目標と定め、保育実践に取り組んでいる。その内容は適切であり、優れた取り組
みが多く、温かな雰囲気のある保育園である。特筆すべき内容としては、

　①延長保育を20時まで実施している関係上、保育園で長時間過ごす子どもに対しては、引き継ぎなど
は特に健康状態に留意し、延長保育専用の部屋でリラックスして遊べるような工夫、スキンシップを十
分に取るようにし、のんびり出来る時間を作っている。
　②園舎内には生活や遊びの場が確保され、園庭は広く、子どもたちの環境として土や緑を大切にし、
芝生を敷き詰め、転んでも安全な状態にしている。子ども達はのびのびと過せる環境にあり、元気に思
い切り遊んでいる。また、保育者は発達を踏まえたおもちゃを選び、揃え、子ども達は楽しそうに遊ん
でいる。
　③園外活動充実しているが、園内においても子ども達は、園内散歩と称し各クラス等を回り、他児や
職員との交流を楽しんだり、自由遊びでは異年齢児で保育者が見守る中で、いろいろな場所で自由に遊
んだりしている。
　④保育計画は、法人の理念・方針・保育目標と保育所指針を取り入れて作成している。指導計画（月
案）は、各クラスで立案したものを、園全体で実施する「月案検討会」に持ち寄り協議しているが、月
案を園全体で大切に考え、保育に取り組んでいることは評価できる。また、記録も子どもの成長過程等
をきちんと押さえられたものとなっている。
　
２、一時保育の体制を充実させ、多様なニーズに対応している
　地域の利用者ニーズに沿えるよう、一時保育の理由を問わず突然の利用も受け入れる、利用期間14日
までであり、専任保育士２名の配置で保護者の相談にも乗るといった考え方で運営している。登録者年
間３００名余のうち一日の利用者数、利用頻度、顔ぶれはまちまちである。園では、子どもにとってよ
り適切な保育サービスとなるよう、登録制にして登録書等の事前提出を求めて保育に必要な個別状況を
前もって把握しておくことや、利用時に保護者の事情や子どもの近況等を十分に聞き取ることにして、
突然の利用に備えている。ここにも法人の理念を徹底する取り組みがうかがえ、通常保育との連携がこ
うした取り組みを可能にしている。
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◇改善を求められる点

④第三者評価結果に対する事業者のコメント

⑤各評価項目にかかる第三者評価結果 別紙のとおり

　現場の保育実践を評価していただいたことを大変嬉しく思います。さらに一歩を進めていく力をいた
だきました。子どもたちの未来につながる今を大事にした保育をしているか、子どもたちに喜びいっぱ
いの日々の保育を行っているのか。まだまだこれからのことがたくさんあります。第三者評価もエール
だと受け止めています。
　計画的、継続的な取り組み、組織としての仕組みなどの弱点を一つずつ明確に小気味よく指摘してい
ただきました。責任者として見過ごしてきてしまったことも多く、具体的に園の職務、保育、サービス
の見直しを行い、一つずつ形あるもにしていくチャンスをいただいたと思っています。マニュアルとし
て明文化することで、職務の見直しや共通理解をはかることが日々のサービス改善につながることも実
感しました。リスクマネージャーの位置づけ、職員の自己評価についても、21年度検討していく課題と
考えます。 「受審して振り返るチャンスをいただきよかった」が実感です。

１、園長（管理者）がリーダーシップを発揮しやすくなるための法人（本部）の支援体制の明確化
　園長は、併設する保育園（キッズタウン24第2保育園）の園長および予算と労務を管理する事務主任
の3人で、発生した課題について随時に検討している。また、２園合同の各種会議でも検討され、協力
体制は良好で、コミニュケーションの良さと落ち着きを感じさせる保育園である。しかし、法人内にお
ける保育園の位置づけや支援体制が不明確な点が気になる。たとえば法人の方針や指示は、法人本部が
主催する会議や研修会などで指示、伝達されるが、法令遵守や質の向上への計画的な取り組み、経営や
業務の効率化と改善に向けた取り組みについては、体制が不明確である。管理者の役割と法人本部の役
割と支援体制を明確にし、園長がより一層のリーダーシップを発揮できるようになることを期待する。

２、質の向上に向けた組織的な取り組みに期待
　福祉サービスの質を維持向上させていくためには、計画策定→実行→評価→見直しのサイクルを継続
実施することが重要であり、職員全員参加でこのことに取り組むことが肝要である。当園では、提供し
ているサービスについて課題が確認されるつど職員会議で話し合い改善してきてはいるが、例えば、
サービス改善への提案制度や全職員による自己評価を継続的に実施し、その結果を分析、次の改善につ
なげるといった計画的・継続的な取り組みは行われていない。今回の第三者評価を契機に、今後も何ら
かの方法で継続的・組織的にサービス内容についての見直しをし、改善に向けた取り組みが実現するこ
とを期待したい。

３、安全・事故防止へのマニュアルの見直しなどリスクマネジメントに関する再考
　子どもの安全を確保することは、最も基本的な保育の質の保証であろう。当園では、リスクマネ
ジャーを置いて安全に対する取り組みを充実させようとしている。安全等に対する基本的な考え方や方
法を示すマニュル類についても、衛生管理・食中毒・事故防止・災害時・不審者対応等が作成されてい
る。今後は、これらを職員全体が熟知し行動に移すことができるよう学習会等によって周知徹底を図る
こと、定期の見直しによってより適切なものに改善して行くことが望まれる。また事故発生時にはＩＳ
Ｏ基準に則り即座に検討、対策を講じてはいる。しかし、リスクマネジャーの位置づけや活動内容につ
いては検討の余地があり、再考を期待する。
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※すべての評価項目（55項目）について、判断基準（ａ・ｂ・ｃの3段階）に基いた評価結果を表示する。

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織 キッズタウン２４かみごとう

Ⅰ－１　理念･基本方針

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－１-(1)　理念、基本方針が確立されている。

Ⅰ－１-(1)-①　理念が明文化されて
いる。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅰ－１-(1)-②　理念に基づく基本方
針が明文化されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅰ－１-(2)　 理念、基本方針が周知されている。

Ⅰ－１-(2)-①　理念、基本方針が職
員に周知されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅰ－１-(2)-②　理念、基本方針が利
用者等に周知されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅰ－２　計画の策定

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－２-(1)　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ－２-(1)-①　中・長期計画が策定
されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅰ－２-(1)-②  中・長期計画を踏ま
えた事業計画が策定されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅰ－２-(2)　計画が適切に策定されている。

Ⅰ－２-(2)-①　計画の策定が組織的
に行なわれている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅰ－２-(2)-②　計画が職員や利用者
等に周知されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

■理念は法人として作成し、基本方針は、保育サービスの
特性を踏まえ、平成１４年４月、開設時に法人の基本方針
をに順じ、開園に関与したリーダー層の討議で園独自に作
成している。理念は「わたしたちは、地域に開かれた、地
域に愛される、地域に信頼される、こうほうえんをめざし
ます」。基本方針「わたしたちは、子供と同じ視点で、等
しくかかわり、いつでも安心して利用できる、保育サービ
スの提供・改善に努めます」である。具体的であり、地域
に根差した活動を目指す法人の思いと、子どもの視点を大
切にする基本方針が明示されている。

評価項目

評価項目

福祉サービス第三者評価結果

■理念、基本方針を園内に掲示している。また理事長がこ
れらの実施に向い職員の行動規範として示した冊子「互恵
互助」を配布し、朝礼や職員会議で唱和、法人研修会など
でも随時に取り上げている。保護者に対しては、「入園の
しおり」に明記し配付、保護者会などの会合時に説明して
いる。地域住民や関係機関に対しては、特段の取り組みは
ないが、地域子育て支援センターを併設し、利用率が高い
など、周知されやすい状況がある。ホームページは法人全
体の活動、事業所の概要が紹介がされている。保育園の活
動内容などが紹介されると、なお分かりやすいと思われ
る。

■中・長期計画は法人として3年ごとに策定し、この計画
の実施に向け、年度計画を策定している。策定の手順は、
まず本園が所属するエリア（大規模法人であり、事業所を
４つのエリアに分けて地域に根差した活動を推進してい
る）ごとに方針を決めている。そして、その方針を達成す
る方法や目標値を策定、これを受けて各事業所（本園）と
しての方針、目標を達成するのための取り組みを年度計画
として策定している。

■エリアとしての計画策定の検討には、園長が参加してい
る。本園としての計画策定は、本園の園長と併設するもう
一つの保育園（キッズタウン２４第２保育園）の園長と２
人で原案を検討し、職員が参加する会議で職員の意向を把
握、確認している。進捗状況の評価は、６か月ごとに実施
し、エリア会議に報告する仕組みである。
■今後の課題として職員の意向の反映や討議への積極的な
参加を促すために、法人の考える事業計画の策定目的や方
法についての十分な説明が必要ではないかと思われる。利
用者については、保護者会など内容に触れることはあるが
意識的な取り組みは見られない。
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Ⅰ－３　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－３-(1)　管理者の責任が明確にされている。  

Ⅰ－３-(1)-①　管理者自らの役割と
責任を職員に対して表明している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅰ－３-(1)-②　遵守すべき法令等を
正しく理解するための取り組みを行
なっている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅰ－３-(2)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅰ－３-(2)-①　質の向上に意欲を持
ちその取り組みに指導力を発揮して
いる。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅰ－３-(2)-②　経営や業務の効率化
と改善に向けた取り組みに指導力を
発揮している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

■園長は、法人の理念と基本方針を理解し、それを保育現
場で実践することに努め、また事業計画の実行に責任を持
ち、実施に努めている。本園の予算とその執行状態の管理
と労務については、専任の職員（事務主任）が配置され、
法人の方針や指示を受けて実行している。保育サービスに
関し、課題が発生した時には随時に２園の園長とこの事務
主任による3者会議をもち、検討し、内容に応じては本部
相談をしたり、直接理事長に相談するなどにより、質の向
上の取り組んでいる。また、定期的にＩＳＯシステムによ
る内部審査が実施され、指摘事項については改善に努めて
いる。しかし、保育サービスに関する質の現状や向上を意
識した評価という視点では、具体的な対策は未検討であ
る。
■働きやすい環境への取り組み、人員配置などについて
は、職員の意向を把握し、コミュニケーションの良い職場
づくりに努めている。また、収支状況や予算の執行状態に
ついては把握しているが、経営や業務の効率化に関する責
任、役割期待は不明確である。

■現場の責任者である園長の職務は、法人が採用している
ＩＳＯ文書である「職務権限表」に明記され、また日常の
役割は、「園長業務スケジュール職務権限表」に従い業務
を遂行している。園長は、人事考課時の現場職員面接時や
現場の環境整備、安全管理、保護者対応などをとおし、現
場を把握し、また現場における最終責任は自分にあると明
言している。しかし、法人本部からの支援や指導体制に関
しては、必ずしも明確ではなく、構造上の課題を感じる。
■法令などの遵守とそれを職員に周知する役割は、園長の
役割として法人からの期待はされていない。現状は倫理な
どに関することは、法人が実施する新人教育や継続研修会
などで取り上げられ、本園からも参加することはあるが、
それをどのように活用するかなどについては計画性は認め
られず、取り組みとしては不十分である。本サービスの特
性を踏まえ、遵守すべき内容を明確にし、職員の理解を深
める取り組みを計画的、日常的に実施することを期待す
る。

評価項目
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評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ－１　経営状況の把握

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－１-(1)　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅱ－１-(1)-①　事業経営をとりまく
環境が的確に把握されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－１-(1)-②  経営状況を分析して
改善すべき課題を発見する取り組み
を行なっている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－１-(1)-③  外部監査が実施され
ている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－２　人材の確保・養成

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－２-(1)　人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ－２-(1)-①　必要な人材に関する
具体的なプランが確立している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－２-(1)-②  人事考課が客観的な
基準に基づいて行われている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－２-(2)　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２-(2)-①　職員の就業状況や意
向を把握し必要があれば改善する仕
組みが構築されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－２-(2)-②  福利厚生事業に積極
的に取り組んでいる。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

■事業経営に関する情報は、法人本部から随時に伝達さ
れ、また関連団体などから送られてくる情報などにより把
握している。地域に関する情報は、本園が実施する「地域
子育て支援センター」の事業などを通し、地域住民のニー
ズの把握ができる状況がある。
■経営状況の分析に関しては、現在、在園数は安定し、ま
た定員１５％増の受け入れを継続的に実施している。毎月
の売り上げ報告書を法人に提出し、収支状況の把握はでき
ている。経営環境や経営状態については、理事長による講
演やエリア会議でも報告されている。しかし、園長は今後
のサービス内容について、表現や学習活動において、付加
価値のある内容の検討が必要であるとしているが、本園独
自の課題について検討する体制のは確認できず、法人とし
ての検討課題であろう。
■公認会計士による外部監査は実施され、法人としての活
用はあると考えられるが、園長など現場の管理者には届い
ていない状況である。

■毎年新年度には、クラス担当に関する希望を把握し、決
定に反映させている。また、年度中途では人事考課面接を
実施し、就業状況や活動に関する意向を把握している。園
長は職員の健康状態などに配慮し、問題を発見した時には
随時に個別面接をしている。また有給休暇の消化について
は制限はなく、人員配置の定員を超えており、時間外労働
はめったにない状況である。
■福利厚生については社会福祉法人としての基準に準じ実
施している。

評価項目

評価項目

■法人として、人事制度を明確にしている。また保育の質
の向上を課題とし、常勤職員の雇用を基本とし、常勤２５
人、非常勤２人体制である。開設時から継続して就業して
いる職員に加え、２０代から５０代までの職員が就業し、
定着率は高い。また、定員以上の保育士を配置するなどゆ
とりを持った体制で保育に当たっている。
■法人が実施する人事考課に準じ、考課基準を明示し実施
している。人事考課について職員には、採用時研修、年度
始めの職員会、考課の時期に説明し、実施している。
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Ⅱ－２-(3)　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ－２-(3)-①　職員の教育・研修に
関する基本姿勢が明示されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－２-(3)-② 個別の職員に対して
組織としての教育・研修計画が策定
され計画に基づいて具体的な取り組
みが行われている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－２-(3)-③  定期的に個別の教
育・研修計画の評価・見直しを行っ
ている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－２-(4)　実習生の受け入れが適切に行われている。

Ⅱ－２-(4)-①　実習生の受け入れに
対する基本的な姿勢を明確にし体制
を整備している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－２-(4)-②　実習生の育成につい
て積極的な取り組みを行っている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－３　安全管理

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－３-(1)　利用者の安全を確保するための取り組みが行われている。

Ⅱ－３-(1)-①　緊急時（事故、感染
症の発生時など）の対応など利用者
の安全確保のための体制が整備され
ている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－３-(1)-②　利用者の安全確保の
ためにリスクを把握し対策を実行し
ている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

■法人の人材育成の方針は、人材は大切な「人財」、財産
であると明言し、人材育成に積極的に取り組んでいる。本
部に教育研修人事部を設置し、専任の教育部長を配置、全
職員を対象にした研修計画を策定している。
■本園では、法人が実施する指導者（管理者層）について
の研修に参加し、また、月１回の法人研修では活動に関連
するテーマにより参加している。しかし、計画される内容
は、保育に特化した内容ではなく、本園の職員が参加する
機会は多くない。
■内部研修として研修を担当する委員（職員）が月１回、
旬の課題を取り上げ実施している。外部研修に参加した時
には、研修報告を作成しているが、クラスで回覧する程度
のこともあり、成果を共有する視点からの取り組みとして
は、計画性が乏しい。毎年の研修については、園長と研修
担当者で協議をし、保育環境の変化などに対応した研修内
容にするように努めている。
■研修本部からは、本園の特性と職責に応じたに研修計画
を策定するようといわれている。個別の職員に対する研修
を意識した計画作成を期待する。

■子どもの安全確保のため、感染症・急病対応・不審者・
虐待対応・事故発生対応の各種マニュアルを作成している
が周知には至っていない。また、事故防止のためのチェッ
クリストはあるが、活用については不十分であると認識し
ている。
■法人としては、ＩＳＯシステムに準じ、リスクマネジメ
ントの体制を構築しており、本園でもリスクマネジャーを
配置している。事故・ヒヤリハットについては「いろんな
こと報告者」に記載、事故発生時には即座に検討し、予防
対策を検討するとともに、リスクマネジャーが対策の適切
性を確認する体制がある。またこれらの内容は法人にも報
告される。
■リスクマネジャーは、リスクマネジメントに関する研修
を受講している。しかし事務職であり、客観的な視点から
の指摘は参考になるという見解がある一方、保育の内情を
知らないという点や事故対策を検討する会議には、参加し
ていないなどの点から、リスクマネジメントの体制を十分
に生かし切れていないのではないかと懸念を述べている。

■実習生受け入れマニュアルを準備し、保育士の実習を受
け入れている。実習生のテーマと実習内容に沿って、受け
入れクラスなどを決め、実習担当者とクラス担任が中心と
なり指導に当たっている。実習プログラムは、依頼先の学
校のプログラムに準じている。

評価項目
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Ⅱ－４　地域との交流と連携

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－４-(1)　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－４-(1)-①　利用者と地域のかか
わりを大切にしている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－４-(1)-②　事業所が有する機能
を地域に還元している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－４-(1)-③　ボランティア受け入
れに対する基本姿勢を明確にし体制
を確立している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－４-(2)　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４-(2)-①　必要な社会資源を明
確にしている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－４-(2)-②　関係機関等との連携
が適切に行われている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－４-(3)　地域の福祉向上のための取り組みを行っている。

Ⅱ－４-(3)-①　地域の福祉ニーズを
把握している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅱ－４-(3)-②　地域の福祉ニーズに
基づく事業・活動が行われている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

■関係機関（行政、医療機関、保育園、警察、小学校、地
域の団体など）に関する情報をリスト化し、園長が窓口と
なり対応している。関係機関との連携は定期的に開催され
る関係団体の会合に参加すると同時に、子どのが持つ課題
について、連携が必要な場合には、保護者の了解をとり、
関係機関と合同で事例検討などを実施している。

■民生委員・児童委員との定期的な連携を活用した地域
ニーズの把握は、現状では実施していない。しかし、中・
長期計画には、地域との密着度を高め、信頼関係ができる
を掲げ、地域の美化活動（草取り）に参加したり、職員に
よる音楽コンサート、子育てに関する講演会の実施など、
地域住民とのかかわりを意識した取り組みの機会が多い。
また保育課題を通した関係機関との連携や、本事業所が実
施する「地域子育て支援センター」や「一時保育サービ
ス」事業などを通し、地域住民のニーズの把握をしてい
る。
■本園は２４時間保育園を併設し、また開設時より地域住
民のニーズを感じ取り、一時保育・休日保育・長時間保育
を実施し、保育ニーズに幅広く対応している。

■法人の理念は「地域」との融合を意識した内容であり、
園長はこの実現を意識している。近隣に学校などの設置は
ないが、法人が経営する高齢者の施設との交流を定期的に
実施している。また、近隣に畑を借用し、サツマイモを栽
培、中学校・高校・大学生とのふれあい交流など地域との
かかわりを大切にした多様な取り組みがある。
■地域の子育てに関する情報は、園内に掲示するなどによ
り、随時に提供している。本園は地域子育て支援センター
を併設し、専任の職員を配置、日曜日は月1回2時間30分
園庭開放と合わせて実施している。音楽コンサートや子育
て講演会の開催など地域住民を意識した取り組みは多様で
ある。
■ボランティアの受け入れは、担当者を決め、依頼があれ
ば応ずる方針である。

評価項目
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評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－１-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ－１-(1)-①　利用者を尊重した
サービス提供について共通の理解を
もつための取り組みを行なってい
る。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－１-(1)-②　利用者のプライバ
シー保護に関する規程･マニュアル等
を整備している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－１-(2)　利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ－１-(2)-①　利用者満足の向上を
意図した仕組みを整備している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－１-(2)-②　利用者満足の向上に
向けた取り組みを行なっている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－１-(3)　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

Ⅲ－１-(3)-①　利用者が相談や意見
を述べやすい環境を整備している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－１-(3)-②　苦情解決の仕組みが
確立され十分に周知･機能している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－１-(3)-③　利用者からの意見等
に対して迅速に対応している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

■保護者からの相談は園長をはじめ職員全員が受けること
にしており、入園時の説明で、このことを説明している。
実際には、担任・主任・園長が受けることが多く、込み
入った相談には相談室が使える。また、連絡帳を通しての
相談も多く、これにはクラス担任が応じている。保護者が
相談しやすい環境整備として、相談体制について掲示等、
保護者への周知が課題である。
■苦情受付担当者及び苦情解決責任者、第三者委員を設置
して、苦情相談に関するポスターを各出入り口に掲示して
保護者等に周知させている。
■苦情を受けた場合は「なんでも報告書」に記載し、対処
については解決責任者である園長が判断することになって
いる。
■日頃、担任が受ける保護者からの意見等は、主任を通し
て園長まで届き、必要に応じて主任会議や職員会議等に
諮って対応を検討する。即日対応を原則とし、長くても一
週間以内に結論を出すことにしている。主任や園長が直接
意見を聞くことも多い。手順はマニュアル化されている。

評価項目

■「苦情は宝」という法人の方針を受けて保護者の意向を
把握するため、毎年一回独自の調査項目によるアンケート
実施、気づき等を記載する「いろんなこと報告書」の活
用、意見箱設置等の他、個別懇談・保護者会・連絡ノート
や登降園時の保護者との対応、保護者からの相談等も苦情
や要望を把握する重要な機会と捉えている。
■アンケートの結果は併設夜間保育園長と当園長が集計分
析し、結果は、例えば、大勢の保護者が何れかの行事に参
加することができるよう実施曜日を固定しないなど、利用
者満足度の向上に役立てている。
■保護者の多様な子育てニーズを把握する機会として、連
絡ノート、登降園時の保護者への対応等、日頃、把握した
意向や苦情についてもその取り扱いを検討し、サービス向
上に反映させられるとなお良い。
■アンケート結果は、保護者自由意見に対して園長のコメ
ントも掲載して、保護者および職員に配付し、インター
ネット上にも公表している。

■保育の基本方針「子どもと同じ視点で等しくかかわるこ
と」を入園案内に明示し、職員がこれを心に刻み保育実践
に生かすよう朝礼で唱和している。毎月の保育計画（月
案）にはこの基本方針を具体化し、実施状況の見直しも
行って次月に反映するなど確実な実施に向けた取り組みを
行っている。
■子どものプライバシー保護に関するマニュアルを整備
し、子どもの家族環境やその他の個人情報等を不用意に他
の子どもの前で職員同士が会話したり、保護者の許可なく
他者に口外することがないよう職員間で申し合わせてい
る。日頃、職員の不適切な行動を確認した場合など折に触
れて、園長が会議等で話し、職員の注意を喚起している。
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Ⅲ－２　サービスの質の確保

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－２-(1)　質の向上に向けた取組みが組織的に行われている。

Ⅲ－２-(1)-①　サービス内容につい
て定期的に評価を行う体制を整備し
ている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－２-(1)-②　評価の結果に基づき
組織として取り組むべき課題を明確
にしている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－２-(1)-③　課題に対する改善
策・改善計画を立て実施している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－２-(2)　個々のサービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ－２-(2)-①　個々のサービスにつ
いて標準的な実施方法が文書化され
サービスが提供されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－２-(2)-②　標準的な実施方法に
ついて見直しする仕組みが確立して
いる。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－２-(3)　サービス実施の記録が適切に行なわれている。

Ⅲ－２-(3)-①　利用者に関するサー
ビス実施状況の記録が適切に行われ
ている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－２-(3)-②　利用者に関する記録
の管理体制が確立している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－２-(3)-③　利用者の状況等に関
する情報を職員間で共有化してい
る。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

■保育サービス内容については課題があるごとに職員会議
で見直し、改善しているが、本評価で求めているサービス
の改善について職員の意見を把握する場を設けることや提
案制度の実施、自己評価と組織的な結果の分析・検討等の
取り組みは行われていない。
■このたび第三者評価を実施したので、今後定期的に実施
することにより、サービス内容についての定期的評価と見
直しが期待できる。

■保育サービスの基本になっている「月案作成手順」等の
マニュアル類は、担当を決めて（随時）作成・改訂が行わ
れ、職員会議を通じて全員に周知させているほか、法人内
監査システムに則って、年２回テーマを決めて文書整備と
実施状況について内部監査が行われている。
■園長・主任の園内巡回やクラスリーダーによって園が求
める保育サービスの実施状況が確認され、必要に応じて現
場で職員指導が行われている。
■標準的実施方法に子どもの個性尊重や保護者のプランバ
シー保護に関する姿勢を明示すること、クラス内で作成し
ている規程や手順書等の定期的見直しが課題である。

■園児一人ひとりの児童票、視診表、健康診断記録、週日
記録、保育経過記録（３期に分ける）、連絡帳等があり、
発達を押さえた記録である。指導計画（月案）は個別を含
めて各クラスの担任が主任の指導で作成し、園全体の月案
検討会で検討されている。
■法人が定める文書管理規程により、各種の書類等、園児
に関する資料、記録等は園長の責任のもとにきちんと整理
され管理されている。また、個人情報、守秘義務等に関し
ては法人として職員研修を実施している。
■本園では毎日朝礼、昼ミーティングを行い、園児の申し
送り等の確認を行い、職員間で情報を共有している。ま
た、月案検討会はケースカンファレンスも兼ねており、月
案は主任、園長の修正評価を経て、職員会議で全職員に周
知し共有化される。必要に応じては職員朝礼時にも伝えて
いる。

評価項目
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Ⅲ－３　サービスの開始・継続

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－３-(1)　サービス提供の開始が適切に行われている。

Ⅲ－３-(1)-①　利用希望者に対して
サービス選択に必要な情報を提供し
ている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－３-(1)-②　サービスの開始にあ
たり利用者等に説明し同意を得てい
る。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－３-(2)　サービスの継続性に配慮した対応が行われている。

Ⅲ－３-(2)-①　事業所の変更や家庭
への移行などにあたりサービスの継
続性に配慮した対応を行っている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

■中途退園の場合などに際して、保護者から相談がある場
合は園長・主任保育士が対応する。保護者の了解が得られ
れば、退園先や関係機関と連携してこどもの保育環境を整
える支援をする用意がある。
■こうした場合の相談体制や支援方法について文書化して
支援の標準化を図ると共に、保護者にもＰＲして支援が必
要なときに活用できる体制をつくることが課題である。

Ⅲ－４　サービス実施計画の策定

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－４-(1)　利用者アセスメントが行なわれている。

Ⅲ－４-(1)-①　定められた手順に
従ってアセスメントを行っている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－４-(1)-②　利用者の課題を個別
のサービス場面ごとに明示してい
る。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－４-(2)　利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

Ⅲ－４-(2)-①　サービス実施計画を
適切に策定している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ⅲ－４-(2)-②　定期的にサービス実
施計画の評価・見直しを行ってい
る。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

評価項目

■全園児については利用開始前に保護者に説明会と個人懇
談を行い、児童票、身体状況、生活状況等、及び面接シー
トでの記録から把握している。入所一ヵ月後に子どもの様
子を伝える個人懇談、進級時にも保護者の不安軽減のため
の個人懇談を計画的に実施しており、丁寧に対応してい
る。継続児は進級時に児童票等の見直しを行っている。
■計画的な個人懇談記録、連絡帳、月案、保育経過記録、
週日記録等により、一人ひとりの子どもの課題を明示して
いる。また、アレルギーや障害等の理由から保護者と相談
の上指導計画（月案）を柔軟に立てることもある。

■指導計画（月案）は、週日記録、保育経過記録、連絡帳
等も参考に月末に反省後、複数の保育者が主任の指導で作
成し月案検討会に持ち寄る。月案検討会では前月の見直し
を踏まえて園長、主任のもとに各クラス合同で検討する。
障害などある場合は個別の指導計画を保護者と話し合いな
がら作成することもある。
■本園の月案は月案作成手順に沿って評価見直しを行い、
翌月の月案に活かされるように配慮している。また、月案
の見直しや緊急時の変更は職員会議や朝礼で職員に周知さ
れている。

■将来を含めて利用希望者への情報提供はホームページで
行われている。恵まれた保育環境や一時保育等サービスの
特徴が伝わるよう内容の充実が期待される。
■利用前の見学者が多く、園長や主任が希望者の要望に合
わせて、入園のしおりを使って案内している。
■体験利用も可能である。
■入園の説明会は、保護者が落ち着いて説明を聞くことが
できるよう、小グループに分けて行われ、園内には保育士
付き子ども遊びコーナーを設けている。
■説明に用いる入園のしおりには当園の保育目標、年間行
事、年齢ごとの発達の姿と一日の流れ、給食や感染症、利
用料等が掲載されている。特に、病時の対応、送迎時の安
全、利用料や延長料金については、保護者の関心も高く園
としても重要点として詳細に説明している。集合的な説明
で分かりにくい場合は、その後に行う個別面談でさらに話
し合うことにしている。

評価項目
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※すべての評価項目（34項目）について、判断基準（ａ・ｂ・ｃの3段階）に基いた評価結果を表示する。

Ａ－１　子どもの発達援助 キッズタウン２４かみごとう

第三者評価結果 コメント

Ａ-１-(1)　発達援助の基本

Ａ-１-(1)-①　保育所計画が、保育
の基本方針に基づき、さらに地域の
実態や保護者の意向等を考慮して作
成されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-1-(1)-②　指導計画の評価を定
期的に行い、その結果に基づき、指
導計画を改定している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(２)　健康管理・食事

Ａ-１-(２)-①　登所時や保育中の子
どもの健康管理は、マニュアルなど
があり子ども一人ひとりの健康状態
に応じて実施している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(２)-②　健康診断の結果につ
いて、保護者や職員に伝達し、それ
を保育に反映させている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ－１-(2)-③　歯科健診の結果につ
いて、保護者や職員に伝達し、それ
を保育に反映させている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(２)-④　感染症発生時に対応
できるマニュアルがあり、発生状況
を保護者、全職員に通知している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(２)-⑤　食事を楽しむことが
できる工夫をしている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(２)-⑥　子どもの喫食状況を
把握するなどして、献立の作成・調
理の工夫に活かしている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

■保育計画は法人の理念である「子どもと同じ視点で等し
く関わること」や、保育目標の「互いに認め合える子ど
も」等の４つの重点目標と保育所保育指針を取り入れて作
成している。また、保護者の意向も入所時に行う「望む子
ども像」のアンケート等や連絡帳、個人懇談からも把握し
作成の参考にしている。
■指導計画（月案）は週日案の評価反省記録等を基に、各
クラスの複数保育者（チーム会）が協議し主任の指導で作
成している。３歳以上は保育指針の成長過程をふまえての
立案。月末に月案検討会に持ち寄り、各クラス合同で協議
し、主任、園長が修正評価しているが、月案を園全体で大
切に考え保育に取り組んでいることは評価できる。

■本園には夜間保育が併設されており、所属の看護師とは
連携をして業務を行っている。日々の子どもの健康状態は
週日記録や特に気をつけてみる視診表、連絡帳等で把握し
ている。連携している看護師が登園時や昼時に各クラスを
巡回し、健康マニュアルに従い聞き取りと視診を行ってい
る。また、服薬は服薬依頼書に基づき看護師が対応してい
る。
■健康診断は定期的に年2回実施し、保護者には必要に応
じて連携している看護師から例えば、予防接種の勧めなど
を個別に書面で伝えている。職員には職員会議で内容を報
告している。また、身体測定は毎月行い、連絡帳に記入し
ている。
■６月に２、３、４、５歳児を対象に歯科検診を実施。健
診結果は看護師より保護者に必要に応じて書面で伝えてい
る。職員には職員会議で報告。看護師は健診結果や子ども
の病気予防対策等を「保健便り」で家庭に伝えている。
「保健便り」は毎月発行している。
■感染症マニュアルを整備し、毎月の「保健便り」で最新
の情報を保護者に提供している。また、看護師の指導で職
員が研修（病気の知識など）をしている。周知が必要な水
疱瘡の発生状況などは全職員に朝礼での申し送りや速やか
に看護師への連絡等を行っている。保護者には随時玄関に
掲示、喚起を図っている。
■本園は遊びと食事の場は別にしてあり、２～5歳児は広
いランチルームで異年齢で食事をしている。5歳児が当番
で食卓を整え、配膳と片付けなど手際よく進めている。栄
養士、保育者で季節の食材やメニューの説明や触れる機会
を持っている。園児とサツマイモなどの栽培を行なうこと
もある。
■園長、クラス担任、看護師、栄養士、厨房職員で月一
回、定例給食委員会を開いている。事前にクラス担任より
献立等に関する提案（切り方・味他）やアレルギー（除
去・解除）等の検討事項が出されており、各立場から発言
し、献立に活かしている。

福祉サービス第三者評価結果

（付加基準ー保育所版ー）

評価項目
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Ａ-１-(２)-⑦　子どもの食生活を充
実させるために、家庭と連携してい
る。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(２)-⑧　アレルギー疾患をも
つ子どもに対し、専門医からの指示
を得て、適切な対応を行っている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(３)　保育環境

Ａ-１-(３)-①　子どもが心地よく過
ごすことのできる環境を整備してい
る。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(３)-②　生活の場に相応しい
環境とする取り組みを行っている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(４)　保育内容

Ａ-１-(４)-①　子ども一人ひとりへ
の理解を深め、受容しようと努めて
いる。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(４)-②　基本的な生活習慣や
生理現象に関しては、一人ひとりの
子どもの状況に応じて対応してい
る。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(４)-③　子どもが自発的に活
動できる環境が整備されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(４)-④　身近な自然や社会と
かかわれるような取り組みがなされ
ている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(４)-⑤　さまざまな表現活動
が自由に体験できるように配慮され
ている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(４)-⑥　遊びや生活を通して
人間関係が育つよう配慮している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(４)-⑦　子どもの人権に十分
配慮するとともに、文化の違いを認
め、互いに尊重する心を育てるよう
配慮している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(４)-⑧　性差への先入観によ
る固定的な観念や役割分業意識を植
え付けないよう配慮している。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

■各部屋の採光、通風、換気、温湿度とも配慮されてい
る。法人の方針に掃除ができる職員が掲げてあり、保育
室、園庭とも清潔。生き物等は担当を決めている。シーツ
や寝具等の消毒や乾燥は専門業者（有料）に定期的に委託
している。
■生活（食事・睡眠）の場と遊びの空間、園庭での活動の
場も確保され、随所に季節の草花、生き物など自然物があ
る環境。保育室の遊びのコーナーには発達に見合った絵本
や保育者の手作りのおもちゃ等も用意されている。

■献立は地元の食材にこだわり、自前の煮出し汁。和食を
中心にした献立を立案している。献立表は月毎に保護者に
配付し、玄関にはサンプルの給食紹介をしている。また、
レシピは希望者に渡している。喫食状況は送迎時や連絡帳
にて保護者に伝えている。
■アレルギー疾患をもつ子どもに対しては、医師の指示書
に基づき行う。朝礼時に除去や代替食を確認し、食札とカ
ラフルなトレーに食事を並べる。側に保育者が座り見守っ
ている。進級時に付加テストを行っている。

■指導計画（月案）は保育目標を具体化した四つの重点目
標の安心、認め合う、チャレンジする、生命を尊ぶを盛り
込み立案され、子どもへの援助の内容も記載されている。
また、子ども理解と受容のための保育者の関わり等も考慮
され、週日案の実践記録も充実したものになっている。
■基本的生活習慣の自立に向けた指導計画が立てられ、特
に３歳未満では個別の状況に合わせて実施している。３歳
以上も個々の生活リズムの違いを把握し、午睡などは無理
に寝かせることは避け、別室で静かに過せる環境を整えて
いる。
■本園の園舎内外は広く、保育室、遊戯室、園庭など子ど
も達は保育者の見守る中で異年齢で関わりながら自由に遊
べる環境にある。また、園内散歩と称してクラス訪問を行
い、声を掛け合い交流を深めている。一斉保育では月齢に
応じた遊びが配慮されている。
■園舎周囲の自然を計画的に取り込み活用している。生き
物や、草花は観察しながら世話をする等。季節の自然物は
共同制作として展示している。隣接の高齢者福祉施設への
訪問、また、園外保育では、子ども達が喜ぶキャラクター
が並ぶ街や花の回廊へ出かけたり、お別れ遠足では電車で
出かける体験も実施している。
■子どもの発達の姿と園の保育の一日を施設概要に記載し
ているが、各年齢とも遊びの時間を大切にし、表現活動で
は粘土やペープサートを友だちと自由に遊ぶなどしてい
る。年齢別の一斉保育では指導計画に沿ってリトミック、
工作などテーマを持って活動している。
■保育目標に「自分の思いを伝え、友だちのことを思いや
り、互いに認め合える子ども」の保育を目指すこととして
いる。自由遊び、ランチルーム、延長保育等で異年齢で自
然に関われるよう保育者は見守り配慮している。
■子どもの人権に関しては法人の理念と保育目標のもとに
十分に配慮して保育が行なわれている。
■男女混合生年月日順名簿、本園で着用するスモックは同
色、帽子もクラスごとの色など。ままごと遊びの男女の役
割も自由である。男の子だから泣かない、女の子だからな
どの性差の意識はすることなく保育を進めている。
■本園の対象児は2歳児～5歳児までとしている。
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Ａ-１-(４)-⑨　乳児保育のための環
境が整備され、保育の内容や方法に
配慮がみられる。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(４)-⑩　長時間にわたる保育
のための環境が整備され、保育の内
容や方法に配慮がみられる。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-１-(４)-⑪　障害児保育のための
環境が整備され、保育の内容や方法
に配慮がみられる。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ－２　子育て支援

第三者評価結果 コメント

Ａ-２-(１)　入所児童の保護者の育児支援

Ａ-②-(１)-①　一人ひとりの保護者
と日常的な情報交換に加え、個別面
談などを行っている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-②-(１)-②　家庭の状況や保護者
との情報交換の内容が必要に応じて
記録されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-②-(１)-③　子どもの発達や育児
などについて、懇談会などの話し合
いの場に加えて、保護者と共通理解
を得るための機会を設けている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-②-(１)-④　虐待を受けていると
疑われる子どもの早期発見に努め、
得られた情報が速やかに所長まで届
く体制になっている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-②-(１)-⑤　虐待を受けていると
疑われる子どもの保護者への対応に
ついて、児童相談所などの関係機関
に照会、通告を行う体制が整ってい
る。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-２-(２)　一時保育

Ａ-２-(２)-①　一時保育は、一人ひ
とりの子どもの心身の状態を考慮
し、通常保育との関連を配慮しなが
ら行っている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

■一時保育についても基本的には通常保育と同じ方針で
サービス提供されている。
■専用の保育室を設け、専任保育士を２名配置し、保育記
録を残し、保護者の相談にも応じている。
■利用者の一時保育の理由は様々で突然の利用も多く、保
育に必要な個別状況を事前に把握しておく必要があるため
登録制にして、登録書の提出を事前にもらっており、利用
開始時にその理由や子どもの近況等を把握し、登園時に対
話をして変化を把握して、保育にあたることにしている。
■利用期間は１４日を限度としているが、事情により延長
も受け入れるなど保護者のニーズに合わせた対応をしてい
る。
■３歳児以上の子どもは通常保育の子どもたちと合流する
場合もあるが、２歳児未満は、専用の保育室や小園庭で過
ごすことが多い。

評価項目

■延長保育は２０時までとし、引継ぎ等は特に健康状態に
留意して行われ、延長保育専用の部屋でリラックスして遊
べるように工夫したり、スキンシップをとるようにしたり
している。補食はグループで食べているが、日中の明るさ
と異なり、照明や周囲の環境に工夫が期待される。夕方の
過ごし方など延長保育の内容等については本園の職員によ
る「かみごとう職員会」等でも検討される。また、本園は
夜間保育と連動しており利用することもできる。慣れた所
での引き継ぎとなるため子どもには安心感がある。
■現在、障害児を受け入れているが、受け入れに際しては
保護者と連絡を密にしながら個別に計画を立てて行ってい
る。また、必要に応じて保護者の了解のもとに医療機関と
連携を取り合い進めることもある。

■家庭からの連絡ノートや登降園時の情報交換や相談はも
とより、年度末にはクラス担任による個別懇談の機会を設
け、希望者には年度はじめにも個別懇談を行って保護者や
子どもの不安の軽減を支援している。
■子どもの状況によっては園側から保護者との面談を持ち
かけるなどして支援している。
■登降園時、保護者は保育室に入って家庭での様子等をク
ラス担任と情報交換し、保育士はこの時に子どもの様子を
観察して保護者からの情報と共に視診票に記録している。
■毎日の連絡ノートも家庭との重要な情報交換の媒体に
なっており、保育士は園での生活の様子や保護者の疑問に
丁寧に回答している。
■子どもの発達（育ち）の過程や問題、子育ての方法につ
いて話し合う場として、就学児クラス懇談会および年１回
の保護者会総会がある。
■年４回の保育参観や運動会、親子遠足・夕涼み会行事で
は親子ゲーム等を通して保育体験の場を提供している。
■年一度は、絵本・おもちゃ・食育などの講演会を開催し
て、子育てに関する共通理解の醸成に努めている。
■虐待防止について関係機関発行のポスターを掲示して職
員や保護者への周知を図っている。
■登降園時や保育中の視診は虐待発見の機会と捉えて、日
頃との違いを記録化し、変化が見られる場合は主任を介し
て園長に届けることにしている。
■研修等により虐待の早期発見や防止等に関して、職員の
理解を深め重要性を周知徹底する取り組みが課題である。
■園長が職員から虐待に関する報告を受けた場合には、市
の家庭児童相談室または児童相談所へ連絡することになっ
ている。
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Ａ－３　安全・事故防止

第三者評価結果 コメント

Ａ-３-(１)　安全・事故防止

Ａ-③-(１)-①　調理場、水回りなど
の衛生管理は、マニュアルに基づい
て適切に実施されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-③-(１)-②　食中毒の発生時に対
応できるマニュアルがあり、さらに
その対応方法については、全職員に
も周知されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-③-(１)-③　事故防止のための
チェックリスト等があり、事故防止
に向けた具体的な取組を行ってい
る。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-③-(１)-④　事故や災害の発生時
に対応できるマニュアルがあり、全
職員に周知されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ-③-(１)-⑤　不審者の侵入時など
に対応できるマニュアルがあり、全
職員に周知されている。

ａ ・ ｂ ・ ｃ

①子どもたちの安全全般についてリスクマネジャーを中心
に体制づくりをし、リスクマネジャーの意見を参考に対策
を検討している。
②調理場・水周り等のマニュアルについては国版のものを
参考に衛生管理マニュアルを作成して用いており、少しづ
つ実情に合わせて見直している。
③保育現場の事故防止には最も力を入れている。事故に繋
がりそうな事例（ヒヤリ・ハット）を園長に集約し、毎
月、併設保育園長と当園長による分析結果を職員会議で伝
達して、予防策を検討し、クラスの月案に反映するなど活
用している。また、子どもの安全教育については、遊具、
プール、大型遊具等について、年齢や時期を見計らって計
画的に実施している。
④避難訓練等の演習にあたっては、全職員が等しく体験で
きるように計画・実施している。
⑤不審者対策として当園では、出入り口を施錠しており、
毎日、施錠状況について確認管理している。また、警察官
によって護身術の訓練、警備会社への通報を実地訓練する
など不測の事態に職員全員が適切な行動をとることができ
るようにしている。
⑥①～⑤の対応がある。また、食中毒対応、事故発生対
応、不審者対応等の安全に関するマニュアルが整備されて
いるが、学習会等による職員への周知徹底、マニュアルの
定期的見直しが課題である。

評価項目
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